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株式会社アーク等に対する出資決定について 

 

２０１１年６月２３日 

株式会社企業再生支援機構 

 

株式会社企業再生支援機構（以下「機構」という。）は、２０１１年３月３１日に株式会社

企業再生支援機構法（平成２１年法律第６３号。以下「法」という。）第２５条第４項に規

定する支援決定を行った下記の事業者らについて、本日、法第２８条第１項に規定する買

取決定を行ったことを受け、法第３１条第１項に規定する出資決定を行いました。 

 

１．対象事業者の氏名又は名称 

株式会社アーク（以下「アーク」という。）並びにその子会社である株式会社安田製作

所、昭和精機工業株式会社、岐阜精機工業株式会社、株式会社ソルプラス、相模原部

品工業株式会社、クローバー電子工業株式会社及び東邦システム株式会社 

 

２．出資決定の対象となる募集株式発行の概要 

（１）Ａ種優先株式 

募集株式の発行会社 アーク 

募集株式の種類 Ａ種優先株式 

払込期日  ２０１１年８月２５日 

機構が引き受ける株式数 １５０，０００，０００株 

発行価額  １株につき   ６０円 

出資額  ９，０００，０００，０００円 

Ａ種優先株式に占める機構保有株式の割合  １００％ 

Ａ種優先株式の内容 アークによる２０１１年３月３１日付臨時報告書 

 ２１頁から２５頁を参照 

（２）Ｃ種優先株式 

募集株式の発行会社 アーク 

募集株式の種類 Ｃ種優先株式 

払込期日  ２０１１年８月２４日 

機構が引き受ける株式数 ２３，５１８，６１３株 

発行価額  １株につき   ４３５円（※） 

出資額  １０，２３０，５９６，６５５円 

Ｃ種優先株式に占める機構保有株式の割合  １００％ 

Ｃ種優先株式の内容 アークによる２０１１年３月３１日付臨時報告書 

 ３０頁から３３頁を参照 



2 

 

 

※ 機構は、債権買取りにより対象債権者より取得した対象債権の一部を現物出資財産 

として募集株式を引き受ける。 

 

３．主務大臣の意見 

内閣総理大臣・総務大臣・財務大臣・経済産業大臣： 意見なし  

厚生労働大臣： 異存はない。ただし、企業再生支援機構は、事業再生計画の実施に

つき助言・指導するに当たっては、対象事業者における関係法令の遵守

及び労働者の雇用の安定等に配慮した労働者との十分な協議の場の確

保をお願いする。 

 

以 上 


